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資料１

第１回 中心市街地復興まちづくり推進委員会



令和２年 ７月 豪雨災害 発生
令和３年 ３月 人吉市復興計画（第１期）策定

７月 被災市街地復興推進地域 都市計画決定
１０月 人吉市復興まちづくり計画策定（令和３年１０月版）

１ これまでの経緯について 1

令和３年１０月 事業計画検討会（第１回）
⇒事業方針（案）等の公開

１１月 戸別訪問（第１クール）…被災市街地復興推進地域内
⇒事業方針（案）等の説明・意向調査

１２月 事業計画検討会（第２回）
⇒道路・公園等の整備方針、土地利用計画案の検討

令和４年 ３月 復興まちづくり懇談会
⇒山田川整備と一体となった整備構想（案）等の説明

４月 事業計画検討会（第３回）
⇒事業手法および事業区域（案）の検討

５月 戸別訪問（第２クール）…土地区画整理事業検討区域内
⇒土地区画整理事業施行区域（素案）の説明・意向調査

５月２０日 紺屋町被災市街地復興土地区画整理事業の施行区域の都市計画（案）説明会
５月２２日

６月２２日 人吉都市計画土地区画整理事業の決定に関わる人吉市都市計画審議会

実現に向けて

令和４年６月３０日 紺屋町被災市街地復興土地区画整理事業の施行区域
（約１.２ha）の都市計画決定

１ʷ１ これまでの経緯

都市計画決定手続



１ʷ２ 都市計画審議会における附帯意見 2

本土地区画整理事業については、住まいの再建やなり

わい等の住民生活に大きく影響する案件であることから、

今後の土地区画整理事業の実施にあたっては、住民意向

を十分に把握するとともに、当該事業のみならず関連す

る事業等とも連携し、復興まちづくり計画に描く、ま

ちなかグランドデザインを考慮した、まちづくりの実現

が図られるよう当審議会として意見を付します。

令和４年６月２２日に開催された人吉市都市計画審議会におい

て以下の附帯意見のもと、本土地区画整理事業の施行区域につい

て都市計画決定をいたしました。

附帯意見



２ 中心市街地復興まちづくり推進協議会の設置について
２ʷ１ 名称・目的

3

名 称：中心市街地復興まちづくり推進協議会

目 的：中心市街地地区の復興検討において、人吉市復興ま

ちづくり計画に基づき、道路・公園等の公共施設配

置、賑わい創出に関する取組等について提言を行い、

復興事業の推進に取り組むことを目的とする。



２ʷ２ 検討体制 4

意見・提言

提案

構成:学識等経験者、住民（町内会役員）、
事業者（旅館等組合、商工会等）

中心市街地復興まちづくり推進協議会

※必要に応じて、専門部会を立ち上げる。専門部会

委員会

情報共有
連携調整

人吉市
○案の作成
・公共施設の配置計画
・賑わい創出の取組 等

○情報発信

市の取組
（事業の実施）

国、県の取組
（事業の実施）

国、熊本県住民・事業者

住民等の取組
（まちづくり活動等）

情報共有
連携調整

情報共有
連携調整

参加
・

意見交換



２ʷ３ 中心市街地地区の復興まちづくりの進め方 5

復興まちづくり計画に位置づけた事業の実現に向けて、

地域の担い手である住民や事業者、行政が連携・協働し、

復興まちづくりに取り組んでいきます。

 都市計画事業等

 まちづくりのルール等

（地区計画、建築協定、

景観協定等）
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進捗報告提案 協力


